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 第１章 計画の概要 

  

１ 計画策定の背景・目的 

 

日本の総人口は、出生率の低下や平均寿命の伸長などを起因として、人口減少時代を迎えたとともに、人

口の少子化、高齢化が急速に進んでいます。 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口」の推計によると、本町は、令和 22 年において

県内の市町で唯一、人口が増加すると推計されていましたが、令和 2年の国勢調査では、人口は減少に転じ

る見込みとなっています。人口構成の内訳をみると、高齢化が進み、生産年齢人口は減少する見込みである

ことから、年齢構成が変化することによる公共施設等の需要の規模や内容の変化に対応する必要がありま

す。 

また、過去に整備された公共施設等の老朽化が進み、大規模改修、建替えの必要性が増加するため、公共

施設等の維持管理、修繕、更新費用は、今後、大きな財政負担となることが予想されます。 

一方、生産年齢人口の減少や地価の下落等による税収減と社会保障費等の増加等により、厳しい財政運営

が予想されており、公共施設等に投資できる予算は限られています。 

このような状況において、公共施設等の全体像を把握し、将来の公共施設等の需要に対応した適切な施設

整備、計画的な更新を行い、将来世代の負担の軽減、財政負担の軽減、平準化を図る目的で、長期的な視点

から公共施設等を管理していくため、平成 28年度（2016年度）に宇多津町公共施設等総合管理計画（以下

「総合管理計画」という）を策定しました。 

宇多津町個別施設計画（以下「本計画」という）は、総合管理計画で定めた方針等を踏まえて、個別に分

類された施設ごとの方向性やあり方を検討し、中長期的な視点に立った施設の適正化と効率的な運営管理

を行うことを目的として策定するものです。 

 

２ 計画期間 

 

 本計画の計画期間は、令和 3 年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）の 10 年間とします。本計

画の内容については、社会情勢の変化や事業の進捗状況に応じて、計画期間中においても適宜見直しを行い

ます。令和 7 年度に計画期間の中間年度として計画期間の後期に向けた各施設方針等の見直しを実施いた

します。 
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３ 計画の位置付け 

 

 本計画を含む個別施設計画は、平成 28年度（2016 年度）に策定した総合管理計画の基本方針に基づき、まち

づくりに関する各種計画・方針等と連携し、施設ごとの維持管理の方針や今後のあり方等についてとりまとめた

ものです。 

 

 

図表 1-1 本町における個別施設計画の位置付け 
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４ 計画対象施設 

  

 本計画の対象施設は、町が保有する公共施設のうち、総合管理計画における大分類で分類した施設を対象

とします。 

図表 1-2 本計画の対象施設（行政系施設） 

 

大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積（㎡） 棟数 

行政系施設 

庁舎等 1 宇多津町役場 3,385.16 3 

消防施設 

2 宇多津町消防団本部兼第一分団屯所 350.99 1 

3 宇多津町消防団本部兼第三分団屯所 94.08 1 

4 宇多津町消防団本部兼第四分団屯所 81.74 1 

5 宇多津町消防団本部兼第五分団屯所 73.24 1 

6 宇多津町消防団本部兼第六分団車庫 40.67 1 

その他 
7 宇多津町防災倉庫 388.85 1 

8 宇多津町衛生事務所 57.23 1 

※建物施設の個別施設計画は、基本的に総合管理計画における大分類ごとに策定しますが、必要に応じて分

類を細分化したり、当初の分類とは異なる分類で策定する場合もあります。その場合は、各個別施設計画

において注記するとともに、総合管理計画改訂時に分類の見直しを検討します。 

 

図表 1-3 本計画の対象施設（スポーツ・レクリエーション系施設） 

 

大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積

（㎡） 

棟数 

スポーツ・ 

レクリエーション

系施設 

体育館・スポーツセンタ

ー 

9 宇多津町民体育館 2,296.00 2 

10 デュアル・スポーツセンター 2,427.16 2 

11 総合型スポーツ施設 930.71 1 

観光施設 
12 こめっせ宇多津 160.00 1 

13 古街の家 266.00 2 

 

図表 1-4 本計画の対象施設（保健・福祉施設） 

 

大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積（㎡） 棟数 

保健・福祉施設 

保健施設 14 宇多津町保健センター 2,548.00 3 

高齢福祉施設 
15 やすらぎプラザ 279.65 1 

16 サポートセンター 298.94 1 

その他の社会福祉施設 

17 シルバー人材センター 1020.82 2 

18 
あみのうら交流センタ

ー 

694.87 
1 
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図表 1-5 本計画の対象施設（子育て支援施設） 

 

大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積（㎡） 棟数 

子育て支援施

設 

保育所 19 中央保育所 1024.00 2 

児童館 
20 キッズプラザ（児童館） 369.18 1 

21 南部すくすくスクエア 760.75 1 

※宇多津幼稚園は、総合管理計画では子育て支援施設に分類していましたが、学校所管課で管理している施

設であることから、学校教育系施設に分類することとし、本計画の対象施設から除外します。 

 

図表 1-6 本計画の対象施設（社会教育系施設） 

大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積（㎡） 棟数 

社会教育系施

設 

図書館 22 
ユープラザうたづ ライ

ブラリーうたづ 

5846.72 
1 

博物館 23 宇多津町産業資料館 799.18 5 

 

図表 1-7 本計画の対象施設（町民文化系施設） 

 

大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積（㎡） 棟数 

町民文化系施

設 
集会所 

24 交流ぷらざ 99.43 1 

25 
岩屋団地コミュニティー

分館 

35.00 
1 

26 
池の宮コミュニティー分

館 

70.00 
1 

27 中央コミュニティー分館 109.00 1 

28 
坂下東コミュニティー分

館 

78.00 
1 

29 岩屋コミュニティー分館 40.00 1 

30 大門コミュニティー分館 78.00 1 

31 
宇夫階コミュニティー分

館 

30.00 
1 

32 西部コミュニティー分館 66.00 1 

33 田町コミュニティー分館 106.00 1 

34 北浦コミュニティー分館 72.00 1 

35 新町コミュニティー分館 86.00 1 

36 
向山南コミュニティー分

館 

45.00 
1 

37 
向山北コミュニティー分

館 

33.00 
1 

38 新開コミュニティー分館 95.00 1 
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大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積（㎡） 棟数 

町民文化系施

設 
集会所 

39 大橋コミュニティー分館 132.00 1 

40 
津の郷コミュニティー分

館 

295.00 
1 

41 
大橋南コミュニティー分

館 

74.00 
1 

42 
大橋東コミュニティー分

館 

43.00 
1 

43 鍋谷コミュニティー分館 167.00 1 

44 
坂下西コミュニティー分

館 

253.00 
1 

45 
浜八番丁コミュニティー

分館 

77.00 
1 

46 平山コミュニティー分館 210.00 1 

47 
津の郷北コミュニティー

分館 

71.00 
1 

48 
山下・本町コミュニティー

分館 

76.00 
1 

49 
十楽寺コミュニティー分

館 

49.00 
1 

50 
新町コミュニティー分館 

自治会館 

102.00 
1 

51 
北浦コミュニティー分館 

自治会館 

72.00 
1 

52 
宇多津町コミュニティ会

館 

1082.02 
1 

53 
新宇多津コミュニティー

分館 

147.00 
1 

54 網の浦万葉公園 35.20 1 

55 宇多津３号公園 57.00 2 
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図表 1-8 本計画の対象施設（公園施設） 

大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積（㎡） 棟数 

  

56 宇多津５号公園 8.75 1 

57 宇多津中央公園 72.95 2 

58 宇多津臨海公園 335.24 3 

59 宇多津 1 号公園 20.86 1 

60 宇多津６号公園 19.16 1 

61 平山児童公園 15.74 2 

 

図表 1-9 本計画の対象施設（その他施設） 

大分類 中分類 No. 施設名称 延床面積（㎡） 棟数 

その他 その他 

62 倉の館三角邸 220.24 1 

63 宇多津火葬場 440.00 1 

64 
うたづ安心安全ステーシ

ョン 

123.00 
1 
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第２章 施設マネジメントの基本方針について 

 

１ 公共施設等の総合的な管理に関する基本方針（総合管理計画より抜粋） 

 

本町が総合管理計画において定めた基本方針は以下のとおりです。基本方針に基づいて個別施設計画の

策定を進めます。 

 

（総合管理計画より抜粋） 

（1） 既存ストックを中心とした適正な配置 

○財政的な制限があることから、既存施設を適切に維持管理し、効率的に活用します。住民ニーズ、社会

情勢の変化に対応した公共施設等の適正な配置を目指します。 

○新規整備は、必要最低限とし、必要な場合は、中期財政計画に基づき、中長期的な観点で費用対効果を

十分に検討したうえで実施します。 

 

（2） 公共施設等の機能的・構造的な質の向上 

○公共施設等の新規整備、建替え、大規模修繕を実施する際は、施設本来の機能に加えて、耐震性の確

保、多機能化、福祉対応化を図り、住民の安全を確保し、かつ快適に利用できる公共施設を整備しま

す。 

  

（3） 更新費用の縮減と平準化 

○策定済、または今後策定が予定されている個別施設計画等に基づき、公共施設等の点 

検、診断等を定期的に実施し、修繕や更新は、施設の重要度や緊急度に応じて優先順 

位を決めたうえで、計画的に実施します。 

○管理については、「事後的管理」から「予防保全型維持管理」への転換を目指し、既存施設を良好な状

態で維持し、長寿命化を図り、更新費用の縮減と平準化を図ります。 

  

（4） 全庁的取組み体制の構築と情報の共有化 

○本計画を実効性のあるものにするため、職員全体が町全体の施設の状況や住民ニーズを十分に理解し、

町全体として公共施設等の配置の最適化を目指します。 

○統一的な基準による地方公会計の整備を進め、精緻な固定資産台帳を作成します。公共施設等の異動や

修繕状況は、総務課にて管理し、情報を全庁で共有します。担当課と財政所管課が情報を共有し、計画

的、効率的な維持保全を行います。 

○議会、町民と情報・問題意識を共有し、町民が施設運営に参加しやすい環境を整えます。 
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２ 行政系施設の管理に関する基本方針（総合管理計画より抜粋） 

 

本町が総合管理計画において定めた行政系施設の基本方針は以下のとおりです。 

 

（総合管理計画より抜粋） 

○庁舎は、既存の本館、北館と平成 28年度に新規整備した西館を合わせた 3施設を基本とします。本館

は、平成 26年度から耐震改修工事に着手しており、平成 29 年度に完成予定です。北館は、平成 29年度

に耐震化予定です。町の中核施設、防災拠点である庁舎は、計画的な修繕を行い、長寿命化を図りま

す。 

○宇多津町消防本部兼消防団屯所、防災倉庫は、現施設数を維持します。防災の重要拠点であり、予防保

全的な維持管理を行い、長寿命化を図ります。 

  

 

３ スポーツ・レクリエーション系施設の管理に関する基本方針 

（総合管理計画より抜粋） 

 

本町が総合管理計画において定めたスポーツ・レクリエーション系施設の基本方針は以下のとおりで

す。 

 

（総合管理計画より抜粋） 

○宇多津町民体育館、デュアルスポーツセンター、総合型スポーツ施設は、町民の運動、健康づくりの拠

点として活用するため、現施設数を維持します。 

○宇多津町民体育館は平成 22 年に、総合型スポーツ施設は平成 20年に大規模改修を実施済です。今後

は、計画的に修繕を行い、適正に管理していきます。 

○デュアルスポーツセンターは、適正な維持管理を行い長寿命化を図り、維持管理コストの縮減に努めま

す。 
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４ 保健・福祉施設の管理に関する基本方針（総合管理計画より抜粋） 

 

本町が総合管理計画において定めた保健・福祉施設の基本方針は以下のとおりです。 

 

（総合管理計画より抜粋） 

○やすらぎプラザ、サポートセンターは、現施設数を維持します。予防的な維持修繕を計画的に行うこと

により、施設の長寿命化を図るとともに、効率的な修繕を行い、維持管理コストの縮減に努めます。 

○保健センターは、町民の健康増進の取組み拠点として現施設数を維持します。町の防災拠点にもなって

おり、利用者の安全と衛生管理を確保するため、施設の点検や修繕を計画的に実施して、長寿命化を図

るとともに、維持管理コストの縮減に努めます。 

○宇多津町福祉センターは、老朽化が進んでおり、取壊します。 

○現在、子育て世帯、高齢者、障害者等の交流の拠点として、世代間交流センターの新規整備を検討して

います。 

 

５ 子育て支援施設の管理に関する基本方針（総合管理計画より抜粋） 

 

本町が総合管理計画において定めた子育て支援施設の基本方針は以下のとおりです。 

 

（総合管理計画より抜粋） 

○宇多津幼稚園、中央保育所は、現施設数を維持します。今後は、人口動向や住民ニーズに応じて、最適

な配置について検討します。 

○キッズプラザ（児童館）は、宇多津北小学校校区にある現施設と宇多津小学校校区に新規整備を計画し

ている施設と合わせた 2施設を基本とし、適切な維持管理を行います。 

○子育て支援施設は、住民ニーズに合わせた最適な配置を行うとともに安全・安心を第一とし、計画的な

維持修繕を行い、施設の長寿命化を図ります。 

  

 

６ 社会教育系施設の管理に関する基本方針（総合管理計画より抜粋） 

 

本町が総合管理計画において定めた社会教育系施設の基本方針は以下のとおりです。 

 

（総合管理計画より抜粋） 

○ユープラザうたづ（図書館、ホールの複合施設）及び宇多津町産業資料館（うたづ海ホタル）は、それ

ぞれ町唯一の図書館、町の観光振興の拠点という役割もあり、現施設数を維持します。計画的な修繕等

により施設の適正な維持管理に努めます。 

○社会教育系施設の 2施設については、指定管理者制度を利用しており、制度の利点を生かして、利用者

の増加や施設サービスの充実を図り、効率的な運営により維持管理コストの縮減に努めます。 
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７ 町民文化系施設の管理に関する基本方針（総合管理計画より抜粋） 

 

（総合管理計画より抜粋） 

○コミュニティ分館、交流ぷらざ、こめっせ宇多津は地域活動の拠点という役割から、現施設数を維持し

ます。老朽化が進んでいる施設が多く、安全性や緊急度を考慮したうえで、更新、耐震改修、修繕を計

画敵に実施します。 

 

 

 

８ 公園の管理に関する基本方針（総合管理計画より抜粋） 

 

（総合管理計画より抜粋） 

○公園は、現施設数を維持します。新規整備は、用地確保や財政面の問題もあることから、基本的には他

施設の併設施設として検討します。トイレ等の建物は、定期的な点検、計画的な修繕を行う予防保全型

維持管理への転換を図り、トータルコストの縮減 

に努めます。 

 

 

９ その他の施設の管理に関する基本方針（総合管理計画より抜粋） 

 

（総合管理計画より抜粋） 

○宇多津町火葬場は、現施設数を維持し、予防的な維持修繕を計画的に実施し、施設の長寿命化を図るとと

もに、効率的な修繕を行い、維持管理コストの縮減に努めます。 

○専用住宅（農家用）は、道路予定地上の建物であり、取壊し予定です。 

○シルバー人材センタ－は、現施設数を維持し、効率的な維持管理を行います。 

○うたづ安心安全ステーションは、現施設数を維持し、効率的な維持管理を行います。 

○倉の館三角邸は、国の登録有形文化財であり、適切に維持管理します。 

○古街の家は、現施設数を維持し、効率的な維持管理を行います。 

○宇多津町衛生事務所は、現施設数を維持し、効率的な維持管理を行います。 

○普通財産（土地）については、現状を把握したうえで、今後の利活用や処分ついて検討していくこととし

ます。 
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　　　構造

高品質の場合 普通品質の場合

学校
庁舎

Y。100以上 Y。60以上 Y。100以上 Y。60以上 Y。40以上 Y。60以上 Y。60以上

住宅
事務所
病院

Y。100以上 Y。60以上 Y。100以上 Y。60以上 Y。40以上 Y。60以上 Y。40以上

店舗
旅館

ホテル
Y。100以上 Y。60以上 Y。100以上 Y。60以上 Y。40以上 Y。60以上 Y。40以上

工場 Y。40以上 Y。25以上 Y。40以上 Y。25以上 Y。25以上 Y。25以上 Y。25以上

鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造

高品質の場合 普通品質の場合

重量鉄骨

用途

鉄骨造

軽量鉄骨
ブロック造
レンガ造

木造

８ 目標耐用年数の設定 

 

 公共施設の大規模修繕や長寿命化を計画的に実施するためには、目標となる耐用年数の設定が必要とな

り、この耐用年数が工事の実施時期や施設の老朽化のおおよその目安の一つとなります。 

 建物の寿命は、構造、立地条件、使用状況などによって大きく左右されますが、階高や広さなどに余裕を

持った建物や新耐震基準以降に建てられた建物は、計画的な保全を実施すれば法定耐用年数を超える使用

も可能とされています。 

 長寿命化のメリットとして「更新（建替え）と比較して構造体（柱や梁）の工事が大幅に減少するため、

工事費用の縮減や工期の短縮を行うことができる」、「長寿命化改修への転換により、限られた予算でより

多くの施設の安全性を確保しつつ、機能の向上を図ることができる」などが挙げられます。 

 本町では、公共施設を法定耐用年数を超えて使用することを目標とし、長寿命化改修が可能な施設は、長

寿命化を検討します。 

公共施設の日常的・定期的な点検及び清掃を実施し、施設や設備の老朽化による機能低下等の不具合が生

じる前に予防的な修繕を行うことにより、従来の「事後的管理」による整備と比較して施設を長く使用する

ことができるため、施設の長寿命化を図る上で「予防保全型維持管理」の考え方を基本方針とします。（※

総合管理計画の基本方針（3）） 

 本町における長寿命化の目標耐用年数については、「建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）」

（図表 2-1、図表 2-2）を参考に「構造物の望ましい耐用年数（本町が設定する目標耐用年数）」（図表 2-

3）のとおり設定します。 

 

 

図表 2-1 建物の用途・構造に応じた目標耐用年数の級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

※高品質、普通品質の区別は耐久性の高低による。 
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代表値 範囲 下限値

Y。150 150年 120年～200年 120年

Y。100 100年 80年～100年 80年

Y。60 60年 50年～80年 50年

Y。40 40年 30年～50年 30年

Y。25 25年 20年～30年 20年

級
目標耐用年数

構造 目標耐用年数

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 80年

鉄骨造 80年

軽量鉄骨造 50年

木造 50年

図表 2-2 目標耐用年数の級の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

 

 

図表 2-3 構造物の望ましい耐用年数（本町が設定する目標耐用年数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「予防保全型維持管理」の考え方を取り入れた長寿命化を図っていくためには、建物を構成す

る主要な部位別に改修周期を設定する必要があることから、「建築物のライフサイクルコスト（一般財

団法人建築保全センター）」の標準耐用年数を参考に、図表 2-4 のとおり部位別改修周期を設定しま

す。 
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標準耐用年数

外壁 20～30年

屋上防水 20～30年

受変電設備 30年

電灯設備 20年

空調設備 20年

給水設備 20～30年

エレベーター 30年

部位項目

建築

電気

機械

図表 2-4 部位別修繕周期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：建築物のライフサイクルコスト（一般財団法人 建築保全センター） 
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性能

（劣化度）

経年

（年）

要求水準

大規模修繕 長寿命化改修

竣工 10               20                 30                40                 50                 60                 70            80

建替え大規模修繕

大規模修繕

・屋上防水改修 ・屋上防水改修 ・コンクリート中性化対策

・外壁改修 ・外壁改修 ・鉄筋の腐食対策

・トイレ改修 ・トイレ改修 ・バリアフリー改修

・内装改修 ・内装改修 ・外壁、屋上の断熱化改修

・設備機器改修 ・設備機器改修 ・省エネルギー機器への更新

・劣化の著しい部位の修繕 ・劣化の著しい部位の修繕

・故障、不具合修繕 等 ・故障、不具合修繕 等

長寿命化改修

経年劣化による損耗、機能低下に対する機能回復工事
経年劣化による機能回復工事と、耐用性、快適性、

省エネ性を確保するための機能向上工事

４ 施設の維持管理の方針について 

 

鉄筋コンクリート造等の大規模な施設整備について、「事後的管理」（建築後 40年～50年経過後に建替

え）の考え方から、図表 2-5 のように築 20 年程度が経過した後に機能回復のための予防保全的な大規模修

繕、築 40年程度が経過した後に長寿命化改修、その後も建物の部位ごとの更新周期を勘案し、約 20年周期

で予防保全的な改修を行うなど、「予防保全型維持管理」による施設の長寿命化（建築後 80 年経過後に建

替え）の考え方に基づいて計画的な維持管理を行います。 

建物の立地や使用状況によって、劣化状況が異なるため、改修の周期は目安とし、日 

常点検・定期点検等の結果を踏まえて、改修時期を検討します。 

 

図表 2-5 長寿命化のイメージ 
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重要度 区分 該当施設名

Ⅰ（高）
指定緊急避難場所兼指定避難所、役場、
本部機能を有する消防団屯所、防災倉庫

役場（本館・北館・西館）、消防団屯所（第一分団）、
防災倉庫、小中学校、町民体育館、保健センター、デュ
アルスポーツセンターなど

Ⅱ（中） Ⅰ以外の指定緊急避難場所、消防団屯所

消防団屯所・車庫（第二分団～第六分団）中央保育所、
宇多津幼稚園、サポートセンター、キッズプラザ、やす
らぎプラザ、あみのうら交流センター、ユープラザうた
づ、指定緊急避難場所のコミュニティー分館など

Ⅲ（低） Ⅰ、Ⅱ以外の施設
宇多津町産業資料館、こめっせ宇多津、総合型スポーツ
施設、古街の家、指定緊急避難場所ではないコミュニ
ティー分館など

40点未満 40点以上60点未満 60点以上

Ⅰ（高） ① ② ③

Ⅱ（中） ② ③ ④

Ⅲ（低） ③ ④ ⑤

施設健全度

施設重要度

５ 優先順位の考え方について 

 

 公共施設を計画的かつ安全に維持管理していくためには、適切な時期に工事を実施する必要があります

が、本町の財政状況を考慮すると、全ての工事に対応できる財政的な余力がないため、一定の判断基準を設

定し、優先すべき工事の検討を行ったうえで、実施を決定する必要があります。本町は、後述する劣化状況

調査の評価指標である施設健全度や施設重要度（図表 2-6）を勘案して、図表 2-7のとおり優先順位を整理

しました。 

ただし、すでに利用されている施設において、安全性や機能性が著しく低下している施設、また、劣化状

況調査において部位の評価がＣ、Ｄ評価となった施設については、優先順位にかかわらず、修繕・改修

の必要性を検討し、必要に応じて優先的に改修等の工事を検討します。（ただし、更新（建替え）、長寿

命化改修、大規模修繕を実施する場合を除く） 

 

 

図表 2-6 施設重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-7 工事の優先順位 
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６ 劣化状況調査 

 

 公共施設の現状を把握するため、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（文部科学省）の劣化状

況調査票を用いて現地調査を実施しました。調査要領に基づいて、劣化診断を行い、部位別の劣化度につい

て、屋根・屋上、外壁は目視状況により、内部仕上、電気設備、機械設備は部位の全面的な改修年からの経

過年数を基本とし、Ａ～Ｄの４段階評価により施設健全度（100点満点）を算出しています。 

 施設の構造、建築年、老朽化の状況、用途等に応じて、図表 2-16 のとおり方針を「更新（建替え）」、

「長寿命化」、「複合化・集約化」、「統廃合」、「用途変更」、「継続して検討」の 6種類に区分します。 

 

図表 2-8 行政系施設の劣化状況評価結果 

 

※宇多津町衛生事務所については令和 12年度までに劣化状況評価を実施予定としています。 

 

図表 2-9 スポーツ・レクリエーション系施設の劣化状況評価結果 

 

※こめっせ宇多津、古街の家については令和 12年度までに劣化状況評価を実施予定としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準 診断 補強

1 本館 2,368.43 鉄筋コンクリート
昭和56年

（1981年）
旧 済 済 長寿命化 A A A A B 97 Ⅰ ③

2 西館 930.73 軽量鉄骨造
平成28年

（2016年）
新 - - 長寿命化 A A A A A 100 Ⅰ ③

3 宇多津町消防団本部兼第一分団屯所 消防団屯所 350.99 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
昭和61年

（1986年）
新 - - 長寿命化 A A A B B 94 Ⅱ ④

4 宇多津町消防団本部兼第三分団屯所 消防団屯所 94.08 鉄骨造
平成12年

（2000年）
新 - - 長寿命化 A A B B B 84 Ⅱ ④

5 宇多津町消防団本部兼第四分団屯所 消防団屯所 81.74 鉄骨造

不明

昭和45年頃

（1970年頃）と推定

旧 未 未
更新

（建替え）
C B C C C 50 Ⅱ ③

6 宇多津町消防団本部兼第五分団屯所 消防団屯所 73.24 鉄骨造

不明

昭和45年頃

（1970年頃）と推定

旧 未 未
更新

（建替え）
C C C C C 40 Ⅱ ③

7 宇多津町消防団本部兼第六分団車庫 車庫 40.67 鉄骨造
平成16年

（2004年）
新 - - 長寿命化 A B A A A 93 Ⅱ ④

8 宇多津町防災倉庫 防災倉庫 388.85 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
平成16年

（2004年）
新 - - 長寿命化 B A A A A 98 Ⅰ ③

宇多津町役場

電気設備 機械設備
施設健全度

100点満点

施設重要度 工事の優先順位

劣化状況評価

建築年

方針 屋根屋上 外壁 内部仕上
耐震安全性

構造躯体

建物名称 構造
延床面積

（㎡）
施設名称No.

基準 診断 補強

9 宇多津町民体育館 体育館（1階） 1881.00 鉄骨造
昭和52年

（1977年）
旧 済 済 継続して検討 A A A B B 94 Ⅰ ③

10 宇多津町民体育館 体育館（2階） 415.00 鉄骨造
昭和52年

（1977年）
旧 済 済 継続して検討 A A A B B 94 Ⅰ ③

11 デュアル・スポーツセンター 屋内プール場（１階） 1168.7 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
平成16年

（2004年）
新 - - 継続して検討 B A A B B 92 Ⅰ ③

12 デュアル・スポーツセンター 武道場（２・３階） 1258.46 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
平成16年

（2004年）
新 - - 継続して検討 B A A B B 92 Ⅰ ③

13 総合型スポーツ施設 総合型スポーツ施設 930.71 鉄骨造
昭和43年

（1968年）
旧 済 済 継続して検討 A A A C C 85 Ⅲ ⑤

工事の優先順位耐震安全性
方針 屋根屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設健全度

100点満点

構造 建築年

構造躯体 劣化状況評価

施設重要度No. 施設名称 建物名称
延床面積

（㎡）
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図表 2-10 保健・福祉施設の劣化状況評価結果 

 

※宇多津町保健センター、シルバー人材センターについては令和 12 年度までに劣化状況評価を実施予定とし

ています。 

 

 

図表 2-11 子育て支援施設の劣化状況評価結果 

 

※南部すくすくスクエアについては令和 12年度までに劣化状況評価を実施予定としています。 

 

 

図表 2-12 社会教育系施設の劣化状況評価結果 

 

 

※町民文化系施設、公園、その他の施設についても令和 12年度までに順次劣化状況評価の実施予定として

います。 

 

 

 

 

 

 

 

基準 診断 補強

14 宇多津町保健センター 集会所・事務所 2491.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
平成9年

（1997年）
新 - - 長寿命化 A B C B B 64 Ⅰ ③

15 やすらぎプラザ 介護予防施設 279.65 鉄骨造
平成14年

（2002年）
新 - - 長寿命化 A B A A A 93 Ⅱ ④

16 サポートセンター 介護予防施設 298.94 鉄骨造
平成13年

（2001年）
新 - - 長寿命化 A B A A A 93 Ⅱ ④

17 あみのうら交流センター あみのうら交流センター 694.87 鉄骨造
平成30年

（2018年）
新 - - 継続して検討 A A A A A 100 Ⅱ ④

工事の優先順位耐震安全性
方針 屋根屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設健全度

100点満点

構造 建築年

構造躯体 劣化状況評価

施設重要度No. 施設名称 建物名称
延床面積

（㎡）

基準 診断 補強

18 中央保育所 保育所 674.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
昭和46年

（1971年）
旧 済 済 継続して検討 C A B C D 67 Ⅱ ④

19 中央保育所 保育所 350.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
昭和46年

（1971年）
旧 済 済 継続して検討 C A C C D 54 Ⅱ ③

20 キッズプラザ（児童館） 事務所･児童館 369.18 鉄骨造
平成15年

（2003年）
新 - - 長寿命化 B A A A A 98 Ⅱ ④

工事の優先順位耐震安全性
方針 屋根屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設健全度

100点満点

構造 建築年

構造躯体 劣化状況評価

施設重要度No. 施設名称 建物名称
延床面積

（㎡）

基準 診断 補強

21 ユープラザうたづ　ライブラリーうたづ ユープラザうたづ 5846.72 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
平成10年

（1998年）
新 - - 継続して検討 B B A B B 84 Ⅱ ④

22 うたづ海ホタル/産業センター 545.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
昭和63年

（1988年）
新 - - 長寿命化 A A A A A 100 Ⅲ ⑤

23 うたづ海ホタル/共用スペース 73.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
平成21年

（2009年）
新 - - 長寿命化 A A A A A 100 Ⅲ ⑤

24 うたづ海ホタル/飲食コーナー 35.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
平成21年

（2009年）
新 - - 長寿命化 A A A A A 100 Ⅲ ⑤

25 うたづ海ホタル/厨房 36.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
平成21年

（2009年）
新 - - 長寿命化 A A A A A 100 Ⅲ ⑤

26 うたづ海ホタル/釜屋 72.2 木造
昭和63年

（1988年）
新 - - 長寿命化 B B B B B 75 Ⅲ ⑤

27 うたづ海ホタル/かん水壺建屋 35.29 木造
昭和63年

（1988年）
新 - - 長寿命化 B B B B B 75 Ⅲ ⑤

28 うたづ海ホタル/ポンプ室 2.69 木造
昭和63年

（1988年）
新 - - 長寿命化 A C C B C 50 Ⅲ ④

宇多津町産業資料館

工事の優先順位耐震安全性
方針 屋根屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備

施設健全度

100点満点

構造 建築年

構造躯体 劣化状況評価

施設重要度No. 施設名称 建物名称
延床面積

（㎡）
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評価 基準 配点

Ａ 概ね良好 100点

Ｂ 局所、部分的に劣化が見られるが、 安全上、機能上、問題なし 75点

Ｃ
随所、広範囲に劣化が見られ、 安全上、機能上、低下の兆しが

見られる
40点

Ｄ
随所、広範囲に著しい劣化が見られ、 安全上、機能上、問題が

あり、早急に対応する必要がある
10点

評価 基準（部位の全面的な改修年からの経過年数） 配点

Ａ 20 年未満 100点

Ｂ 20～40 年未満 75点

Ｃ 40 年以上 40点

Ｄ 経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合 10点

評価 評価点 配分

1　屋根・屋上 C → 40 × 5.1 ＝ 204

2　外壁 D → 10 × 17.2 ＝ 172

3　内部仕上 B → 75 × 22.4 ＝ 1,680

4　電気設備 A → 100 × 8 ＝ 800

5　機械設備 C → 40 × 7.3 ＝ 292

計 3,148

÷ 60

施設健全度 52

 

図表 2-13 簡易劣化調査の目視による評価基準（屋根・屋上、外壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-14 簡易劣化調査の経過年数による評価基準（内部仕上、電気設備、機械設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設健全度の計算式） 

 施設健全度＝総和（部位の評価点＋部位コストの配分）÷60 

 ※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。 

 ※施設健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。 

 

（計算例） 
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部位 コスト配分

１　屋根・屋上 5.1

２　外壁 17.2

３　内部仕上 22.4

４　電気設備 8

５　機械設備 7.3

計 60

更新（建替え）

長寿命化

複合化・集約化

統廃合

用途変更

継続して検討

施設の方針

一つの施設に異なる複数の機能を保有させることにより、運用や維持管理の
効率化を図ること。複数の機能を保有した施設を新設する方法と既存の施設
に機能を移管する方法がある。
※余剰施設は他に用途がない場合は廃止。

老朽化した施設を建替えること。

機能を廃止し、新たな機能を保有させること。
※余剰施設は他に用途がない場合は廃止。

適切な部位修繕を実施しつつ、今後の方向性を検討すること。

余剰施設を同じ機能の施設に統合することにより保有量を最適化すること。
※余剰施設は他に用途がない場合は廃止。

法定耐用年数を超えて使用できるよう予防保全型維持管理を行うこと。

 

図表 2-15 部位のコスト配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※劣化状況調査の評価基準、施設健全度の計算、部位のコスト配分は、「学校施設の長寿命化計画策定

に係る解説書」（文部科学省）を参考に設定しています。 

 

図表 2-16 施設の方針について 
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第３章 施設ごとの実施計画 

 
施設マネジメントの基本方針や劣化状況調査の結果等を踏まえて、施設ごとの今後 10 年間の実施計画を

下図のとおり策定しました。 

 
            図表 3-1 行政系施設の実施計画           （千円） 

 
 

 

 

 

No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 R3 空調設備工事
日常点検

定期点検

対策費用 1,870千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 R6 トイレ改修
日常点検

定期点検

対策費用 1,980千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

9
宇多津町防災倉庫 防災倉庫 長寿命化

10
宇多津町衛生事務所 宇多津町衛生事務所 継続して検討

7

宇多津町消防団本部

兼第五分団屯所
消防団屯所

更新

（建替え）

8

宇多津町消防団本部

兼第六分団車庫
車庫 長寿命化

5

宇多津町消防団本部

兼第三分団屯所
消防団屯所 長寿命化

6

宇多津町消防団本部

兼第四分団屯所
消防団屯所

更新

（建替え）

3

宇多津町役場 西館 長寿命化

4

宇多津町消防団本部

兼第一分団屯所
消防団屯所 長寿命化

1

宇多津町役場 本館 長寿命化

2

宇多津町役場 渡廊下 長寿命化

昭和45年度頃（1970年頃）の建築と推定されるが、耐震化未実施で老朽化が進んでいる。老朽化の状況、経過年数等により更新（建替え）を検討しているが実施時期については

未定。

昭和45年度頃（1970年頃）の建築と推定されるが、耐震化未実施で老朽化が進んでいる。老朽化の状況、経過年数等により更新（建替え）を検討しているが実施時期については

未定。

施設は車庫機能のみで、団員の待機場所は隣接するコミュニティー分館を使用。状態は良好であり、引き続き適切な維持管理に努めます。

日常点検・定期点検結果、必要性があれば、大規模修繕、長寿命化改修を検討します。

平成28年度（2016年度）に外壁修繕を実施済。災害時に備えて飲食料、衛生用品等を備蓄している重要施設であり、引き続き適正な維持管理に努めます。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

平成29年度（2017年度）に耐震等改修工事を実施し、躯体の耐震化に加えて、屋上防水、内部仕上、電気空調設備関係等を更新。

引き続き適正な維持管理に努める。

平成29年度（2017年度）に耐震等改修工事を実施し、躯体の耐震に加えて、屋上防水関係等を更新。令和元年度（2019年度）に電気空調設備、内部仕上げの一部を改修済。引き

続き適正な維持管理に努めます。

平成28年度（2016年度）新築物件で状態は良好。引き続き適正な維持管理に努めます。

災害時には町消防団の活動拠点となる施設。平成28年度（2016年度）に外壁修、令和元年度（2019年度）に屋上防水修繕を実施済。引き続き適正な維持管理に努めます。

建築後、20年経過しているが、状態は良好。引き続き適正な維持管理に努めます。

日常点検・定期点検の結果、必要性があれば、大規模修繕、長寿命化改修を検討します。
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      図表 3-2 スポーツ・レクリエーション施設の実施計画    （千円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 R4 空調設備工事
日常点検

定期点検

対策費用 62,535千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 R5 空調設備工事
日常点検

定期点検

対策費用 46,717千円

対策内容 R7 LED化等
日常点検

定期点検

対策費用 1,900千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 R6 浴槽工事
日常点検

定期点検

対策費用 561千円

17
古街の家 古街の家（背山） 継続して検討

18
古街の家 古街の家（臨水） 継続して検討

15
こめっせ宇多津 集会所 継続して検討

16
総合型スポーツ施設 総合型スポーツ施設 継続して検討

建築後50年が経過しているが、耐震改修済みであり、施設そのものは問題ない。日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

11

宇多津町民体育館 体育館（1階） 継続して検討

12

宇多津町民体育館 体育館（2階） 継続して検討

13

デュアル・スポーツセンター 屋内プール場（1階） 継続して検討

14

建築後40年以上が経過しているが、耐震改修工事、LED化などの修繕を行っており、状態は良好。

R4年度に空調設備を導入済み。日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

建築後40年以上が経過しているが、耐震改修工事、LED化などの修繕を行っており、状態は良好。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

建築後20年が経過しているが、令和2年度に非構造部材の耐震化を行っており、状態は良好。 LED化済み。

R5年度に空調設備を導入済み。日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

建築後20年が経過しているが、令和2年度に非構造部材の耐震化を行っており、状態は良好。 LED化済み。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

LED化を令和7年度に実施済。日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

デュアル・スポーツセンター 武道場（２・３階） 継続して検討
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           図表 3-3 保健・福祉施設の実施計画        （千円） 

 

 

 
           図表 3-4 子育て支援施設の実施計画        （千円） 

 

No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 R7 陸屋根長寿命化工事 外壁調査

日常点検

定期点検

部位修繕

対策費用 22,000千円 814千円

対策内容 -

日常点検

定期点検

部位修繕

対策費用 -

対策内容 -

日常点検

定期点検

部位修繕

対策費用 -

対策内容 R5・R6 LED化
日常点検

定期点検
空調設備更新

日常点検

定期点検

対策費用 1,859千円 14,000千円

対策内容 R5・R6 照明工事
日常点検

定期点検

対策費用 896.5千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

25
シルバー人材センター 倉庫 長寿命化

26

あみのうら交流センター あみのうら交流センター 継続して検討

23

サポートセンター 介護予防施設 長寿命化

24
シルバー人材センター 事務所 長寿命化

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

地域コミュニティの活性化や世代間交流を目的とした施設で、町の指定緊急避難場所になっています。

また宇多津町社会福祉協議会の事務所があり、社会福祉活動の拠点にもなっています。

平成30年度（2018年度）新築物件で状態は良好。引き続き適切な維持管理に努めます。

19

宇多津町保健センター 集会所・事務所 長寿命化

20

宇多津町保健センター 機械室（棟） 長寿命化

21

宇多津町保健センター 機械室（棟） 長寿命化

22

町民の健康増進の取組み拠点で、指定緊急避難場所兼指定避難所となっている重要施設。築24年経過しており、 外壁や内部仕上を中心に劣化が進んでいます。

適切な部位修繕を実施しながら、日常点検、定期点検を継続し、大規模修繕、長寿命化改修の内容、時期を検討します。

外壁については、全面調査を実施し、修繕の方法や具体的時期を検討します。

町民の健康増進の取組み拠点で、指定緊急避難場所兼指定避難所となっている重要施設。築24年経過しており、 外壁や内部仕上を中心に劣化が進んでいます。

適切な部位修繕を実施しながら、日常点検、定期点検を継続し、大規模修繕、長寿命化改修の内容、時期を検討します。

外壁については、全面調査を実施し、修繕の方法や具体的時期を検討します。

町民の健康増進の取組み拠点で、指定緊急避難場所兼指定避難所となっている重要施設。築24年経過しており、 外壁や内部仕上を中心に劣化が進んでいます。

適切な部位修繕を実施しながら、日常点検、定期点検を継続し、大規模修繕、長寿命化改修の内容、時期を検討します。

外壁については、全面調査を実施し、修繕の方法や具体的時期を検討します。

外装塗装にやや劣化がみられるが、全体的に状態は良好。引き続き適切な維持管理に努めます。

町の指定緊急避難所になっており、今後、日常点検、定期点検を継続し、必要性があれば、大規模修繕、長寿命化改修を検討します。

安全上、機能上直ちに影響を与えるものではありませんが、屋根（軒天）、外壁等に部分的な劣化がみられます。

町の指定緊急避難場所になっており、今後、日常点検、定期点検を継続し必要性があれば大規模修繕、長寿命化改修を検討します。

やすらぎプラザ 介護予防施設 長寿命化

No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 R6 空調設備工事
日常点検

定期点検

対策費用 16,775千円

対策内容 R5 空調設備工事

日常点検

定期点検

部位修繕

方針検討

対策費用 2,124千円

対策内容 R3・R5 部位修繕工事
日常点検

定期点検

対策費用 4,605千円

建物状態は良好。町の指定緊急避難場所になっており、引き続き適切な維持管理に努めます。

日常点検、定期点検の結果、必要性があれば大規模修繕、長寿命化改修を検討します。

R6年度に空調設備の更新を実施済み。

耐震改修や外壁改修等、適宜改修を実施しているが、建築後50年以上経過しており屋上防水や機械設備を中心に老朽化が進んでいます。

今後の少子化の影響や保護者の働き方の変化等により施設の形態を含めた議論が必要となるため、当面は適切な部位修繕を実施しつつ、今後の方向性を検討します。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

27

キッズプラザうたづ（児童館） 事務所・児童館 長寿命化

28

中央保育所 保育所 継続して検討

29
南部すくすくスクエア 園舎 継続して検討
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            図表 3-5 社会教育系施設の実施計画       （千円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 R3 部位修繕
日常点検

定期点検

対策費用 1,185千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容

R5・R6 天井改修

R3・R6 照明設備工事

R3 トイレ改修工事

R3・R5 部位修繕工事

照明設備改修 舞台設備改修 照明設備改修 外壁等改修 外壁等改修

対策費用 314,377千円 14,000千円 45,000千円 63,800千円 10,000千円 200,000千円

36

宇多津町産業資料館 うたづ海ホタル/ポンプ室 長寿命化

37

ユープラザうたづ（ライブラ

リーうたづ）
ユープラザうたづ 継続して検討

34

宇多津町産業資料館 うたづ海ホタル/釜屋 長寿命化

35

宇多津町産業資料館 うたづ海ホタル/かん水壺建屋 長寿命化

平成21年（2009年）に屋根、外壁等を改修済であるが経年劣化がみられます。

現状は機能上の支障は生じていないが、日常点検、定期点検の結果、必要性があれば修繕を検討します。

復元塩田に海水を取り込むためのポンプ室。風雨の影響による外壁の劣化や海が近いことによる内部設備の発錆がみられます。

現状は機能上の支障は生じていないが、日常点検、定期点検の結果、必要性があれば修繕を検討します。

適宜修繕（天井改修、照明設備等）に努めており、施設の状態は良好である。

経年劣化により、外壁の修繕が必要であり、適宜改修を行うとともに適切な維持管理に努めます。

30
宇多津町産業資料館 うたづ海ホタル/本館 長寿命化

31
宇多津町産業資料館 うたづ海ホタル/共用スペース 長寿命化

32
宇多津町産業資料館 うたづ海ホタル/飲食コーナー 長寿命化

33

平成21年（2009年）に大規模修繕実施済。令和2年（2020年）に開館した四国水族館に隣接する町の観光振興拠点。状態は良好であり、引き続き適切な維持管理に努めます。

平成21年（2009年）に増築。本館と飲食コーナーをつなぐ共用スペース。状態は良好であり、引き続き適切な維持管理に努めます。

平成21年（2009年）に増築。現在は町が公募した飲食店が使用している。状態は良好であり、引き続き適切な維持管理に努めます。

平成21年（2009年）に増築。現在は町が公募した飲食店が使用している。状態は良好であり、引き続き適切な維持管理に努めます。

平成21年（2009年）に屋根（茅葺き）、外壁等を改修済であるが、経年劣化がみられます。内壁にも一部亀裂、損傷がみられます。

現状は機能上の支障は生じていないが、日常点検、定期点検の結果、必要性があれば修繕を検討します。

宇多津町産業資料館 うたづ海ホタル/厨房 長寿命化
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      図表 3-6 町民文化系系施設の実施計画       （千円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 R7 部位修繕
日常点検

定期点検

対策費用 330千円

対策内容 R3 トイレ改修
日常点検

定期点検

対策費用 677千円

対策内容 R3 トイレ改修
日常点検

定期点検

対策費用 1,290千円

対策内容 - LED化
日常点検

定期点検

対策費用 - 400千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

50
向山南コミュニティー分館 集会所 継続して検討

51
向山北コミュニティー分館 集会所 継続して検討

47
田町コミュニティー分館 集会所 継続して検討

48
北浦コミュニティー分館 集会所 継続して検討

49
新町コミュニティー分館 集会所 継続して検討

44
大門コミュニティー分館 集会所 継続して検討

45
宇夫階コミュニティー分館 集会所 継続して検討

46
西部コミュニティー分館 集会所 継続して検討

38
交流ぷらざ 交流ぷらざ 長寿命化

39
岩屋団地コミュニティー分館 集会所 継続して検討

40
池の宮コミュニティー分館 集会所 継続して検討

41
中央コミュニティー分館 集会所 継続して検討

42
坂下東コミュニティー分館 集会所 継続して検討

43

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

岩屋コミュニティー分館 集会所 継続して検討
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No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 - 大規模改修（改築）
日常点検

定期点検

対策費用 - 4,800千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 R5 空調設備工事
日常点検

定期点検

対策費用 731千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 - LED化
日常点検

定期点検

対策費用 - 400千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 R3 照明設備工事
日常点検

定期点検

対策費用 520千円

65

北浦コミュニティー分館　自治

会館
集会所 継続して検討

66

宇多津町ｺﾆｭﾆﾃｨ会館 宇多津町ｺﾆｭﾆﾃｨ会館 継続して検討

67
新宇多津コミュニティー分館 集会所 継続して検討

62
山下・本町コミュニティー分館 集会所 継続して検討

63
十楽寺コミュニティー分館 集会所 継続して検討

64

新町コミュニティー分館　自治

会館
集会所 継続して検討

59
浜八番丁コミュニティー分館 集会所 継続して検討

60
平山コミュニティー分館 集会所 継続して検討

61
津の郷北コミュニティー分館 集会所 継続して検討

56
大橋東コミュニティー分館 集会所 継続して検討

57
鍋谷コミュニティー分館 集会所 継続して検討

58
坂下西コミュニティー分館 集会所 継続して検討

53
大橋コミュニティー分館 集会所 継続して検討

54
津の郷コミュニティー分館 集会所 継続して検討

55
大橋南コミュニティ分館 集会所 継続して検討

52
新開コミュニティー分館 集会所 継続して検討

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

平成29年度（2017年度）に耐震等改修工事を実施し躯体の耐震化に加えて、屋上防水関係等を更新。令和元年度（2019年度）に電気空調設備、内部仕上の一部を改修済。

引き続き適正な維持管理に努めます。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。
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      図表 3-7 公園施設の実施計画       （千円） 

 
 

      図表 3-8 その他施設の実施計画       （千円） 

 
 

 

 

 

 

No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 R4 トイレ改修
日常点検

定期点検

対策費用 17,908千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 R3 トイレ改修
日常点検

定期点検

対策費用 14,520千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容
R5・R6 トイレ防水工事

R7 雨漏修繕

日常点検

定期点検

対策費用 2,469千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

対策内容 R3 トイレ改修
日常点検

定期点検

対策費用 24,970千円

対策内容 R4 トイレ改修
日常点検

定期点検

対策費用 28,930千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

78
宇多津６号公園 便所 継続して検討

79
平山児童公園 便所 継続して検討

76
宇多津臨海公園 休憩所(シェルター) 継続して検討

77
宇多津1号公園 便所 継続して検討

74
宇多津臨海公園 便所 継続して検討

75
宇多津臨海公園 休憩所(東屋) 継続して検討

72
宇多津中央公園 倉庫 継続して検討

73
宇多津中央公園 便所 継続して検討

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

68
網の浦万葉公園 便所 継続して検討

69
宇多津３号公園 便所 継続して検討

70
宇多津３号公園 休憩室 継続して検討

71
宇多津５号公園

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

便所 継続して検討

No 施設名称 建物名称 方針 対策
前半（R3年度～R7年度）の

主な実績

R8年度

（2026年度）

R9年度

（2027年度）

R10年度

（2028年度）

R11年度

（2029年度）

R12年度

（2030年度）

対策内容 R6 空調設備工事
日常点検

定期点検

対策費用 484千円

対策内容

R6 空調設備工事

R3・R4・R5・R6 機械設備工

事

機械設備改修 機械設備改修 機械設備改修
日常点検

定期点検

対策費用 33,165千円 4,609千円 22,000千円 22,000千円

対策内容 -
日常点検

定期点検

対策費用 -

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

日常点検、定期点検の結果から必要性が判断されれば適宜修繕を行う。

80
倉の館三角邸 倉の館三角邸 長寿命化

81
宇多津火葬場 火葬場 継続して検討

82
うたづ安心安全ステーション 防犯拠点施設 継続して検討
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第４章 計画のフォローアップについて 

  

本計画では、行政系施設の今後 10年間の実施計画を示していますが、計画を効率的に進めていくため

に、①計画の策定（Ｐｌａn）、②計画に基づく改修や維持管理等マネジメントの実施（Ｄｏ）、③事業の検

証・進捗確認（Ｃｈｅｃｋ）、④計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）といったＰＤＣＡサイクルの考え方に基づ

き、計画の実効性・継続性を確保していきます。 

本計画の実施計画において位置付けられた事業は、中期財政計画に盛り込み、施設の工事履歴や劣化状

況を担当課と財政所管課が共有するなど、全庁的な取組み体制を構築します。 

計画期間中であっても社会情勢や住民ニーズの変化が生じた場合には、適宜、計画の見直しを実施する

ものとします。 


